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○日時 令和７年12月４日 午前10時14分開会 

○場所 議場 

○議件 

１． 議案第１号 令和７年度網走市一般会計補 

正予算中、所管分 

 ２． 議案第２号 網走市行政手続における特定 

の個人を識別するための番号 

の利用等に基づく個人番号の 

利用及び特定個人の情報の提 

供に関する条例の一部を改正 

する条例制定について 

 ３． 議案第４号 網走市公の施設に係る指定管 

理者の指定について、所管分 

 ４． 報告第１号 令和７年度一般会計補正予算 

に係る専決処分の報告につい 

て、所管分 

 ５． 請願第21号 メガソーラー設置に関する規制 

条例制定を求める請願 

（7.9.4継続審査） 

 ６． 陳情第６号 インボイス制度の廃止等を求 

める意見書採択についての陳 

情 

 ７． 市町村議会における国土強靭化に資する社 

会資本整備等に関する意見書提出要請 

 ８． 衆議院の定数削減に関する意見書提出要請 

 ９． 消費税を緊急に引き下げることを求める意 

見書提出要請 

───────────────────── 

○出席委員（７名） 

 委 員 長    立 崎 聡 一 

 委 員    石 垣 直 樹 

井 戸 達 也 

            小田部   照 

            深 津 晴 江 

            村 椿 敏 章 

            山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席委員（１名）   澤 谷 淳 子 

─────────────────────── 

○議 長    松 浦 敏 司 

─────────────────────── 

○委員外議員（１名）    古 都 宣 裕 

─────────────────────── 

○傍聴議員（３名）     栗 田 政 男 

              永 本 浩 子 

              古 田 純 也 

─────────────────────── 

○説明者 

 副 市 長    後 藤 利 博 

 企画総務部長    秋 葉 孝 博 

 企画総務部参事監    小 松 広 典 

 観光商工部長    北 村 幸 彦 

建設港湾部長    立 花   学 

 企画調整課長    佐々木   司 

情報政策課参事    （デジタル化推進室参事） 

総務防災課参事    阿 部 昌 和 

 財 政 課 長    小 西 正 敏 

 税 務 課 長    稲 垣 一 寿 

 デジタル化推進室参事    山 縣 叔 彦 

 商工労働課長    中 村 幸 平 

 観光商工部参事    鈴 木 崇 之 

 建 築 課 長    小 原   功 

 都市整備課長    村 上 雅 彦 

都市管理課長    近 藤   賢 

 建設港湾部参事    遠 藤 崇 哲 

…………………………………………………………… 

 選挙管理委員会事務局長    高 井 秀 利 

 選挙管理委員会事務局参事    阿 部 昌 和 

 

○事務局職員 

事 務 局 長    岩 尾 弘 敏 

次 長    本 橋 洋 樹 

総務議事係長    和 田   亮 

総 務 議 事 係    平 間 公 稀 

 

午前10時14分開会 

○立崎聡一委員長 ただいまから、総務経済委員会

を開催いたします。 

 まず、本日の委員会ですが、澤谷委員より欠席の

届出がありましたので御報告いたします。 

 本日の委員会では、付託されました議案３件、報

告１件、請願１件、うち継続審査１件、陳情１件、
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要請３件について審査いたします。 

 本日の進行については、まず、企画総務部、観光

商工部、建設港湾部関係分の議案報告を理事者を入

れ替えしながら、審査いたします。議案の報告の審

査が終わりましたら請願、陳情、要請の審査を行い

ます。 

 それではまず初めに、議案第１号令和７年度一般

会計補正予算中、企画振興費、地域おこし協力隊起

業支援補助金について、説明を求めます。 

○佐々木司企画調整課長 議案第１号、令和７年度

網走市一般会計補正予算中、地域おこし協力隊起業

支援補助金について、説明を申し上げます。 

 議案資料１号、４ページを御覧願います。 

 １、補正の理由及び内容ですが、現在、モヨロ貝

塚館に配置している隊員１名が本年度末の任期満了

後、モヨロ貝塚に関連した体験観光、グッズ販売、

飲食などの起業を予定していることが確認できまし

たので、これを支援するため補助金を追加するもの

でございます。 

 ２、補正額は地域おこし協力隊起業支援補助金の

上限額100万円でございます。 

 詳細は今後さらに協議してまいりますが、現在の

ところキッチンカーの購入を考えていると伺ってお

ります。 

 説明は以上でございます。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。質疑

ございませんか。 

○村椿敏章委員 今回の起業の内容というのは、お

およそわかったのですけれども、今まで起業する人

がいたのかどうなのか、そういう実績はあったので

しょうか。 

○佐々木司企画調整課長 これまでこの補助金を活

用いたしまして起業した方は１名おります。 

○村椿敏章委員 初めてではないということです

ね。理解しました。 

 以上です。 

○立崎聡一委員長 他にございませんか。 

○深津晴江委員 大変御努力してくださっている方

で、地域に残ってくださるということは大変ありが

たく思っているところです。それで、この100万円

の金額の根拠について教えてください。 

○佐々木司企画調整課長 地域おこし協力隊制度に

つきましては、総務省が行っている取組でございま

して、隊員の起業に対する経費につきまして、特別

交付税で措置される仕組みとなってございます。こ

の措置額が一人100万円を上限とされているところ

でございまして、これを捉えまして補助の要綱にお

きましても、上限を100万円と設定をしているとこ

ろでございます。 

○深津晴江委員 わかりました。総務省の交付税と

いうことで理解したいと思います。起業をこのよう

に支援するわけですが、私としましては、ぜひ起業

された後も何らかのフォローというのでしょうか、

支援を継続していただければというふうに考えます

が、いかがでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 起業した後も、何らかの

関わりを継続して持ってまいりたいと考えてござい

ます。 

○深津晴江委員 ぜひよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○立崎聡一委員長 他にございませんか。 

○山田庫司郎委員 大変支援することは、私もいい

ことだというふうに思いますので、賛成をさせてい

ただきたいと思いますけれども、村椿委員からも質

問ありまして、過去に英会話か何かで独立をすると

いうことで支援をした経過があったと思います。で

きれば、ぜひ定住につながっていただいて、網走に

やっぱりこれからも住み続けると。こういう支援も

含めて考えていかなければならないと思うのです

が、こことは直接関係ないかもしれませんけれど

も、前回の１名の方は、今も頑張って網走市にいら

っしゃるのかどうかちょっと確認させていただこう

と思います。 

○佐々木司企画調整課長 前回起業をして定住をさ

れた方につきましては、現在も市内において、英会

話の塾で頑張っておられます。 

○山田庫司郎委員 わかりました。 

○立崎聡一委員長 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、次に、議案第１号令和７年度

一般会計補正予算中、利子、地方債償還利子につい

て説明を求めます。 

○小西正敏財政課長 議案資料９ページを御覧願い

ます。令和７年度一般会計補正予算中、公債費、地

方債償還利子の補正予算について、御説明申し上げ

ます。 

 １の補正の理由及び内容でございますが、利率が

予算上見込んでいた１％から0.5％程度上昇し、支

払利子が当初想定を上回ることによるものであり、

内訳といたしましては、借入れ後10年経過により、
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金利見直しとなるものが620万円の増加、令和６年

度借入れに係るものが1,480万円の増加、合計で

2,100万円の増加となるものです。 

 ２の補正額でございますが、一般財源で2,100万

円を追加し、補正後の額を２億2,286万2,000円とす

るものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。質疑

ございませんか。 

○深津晴江委員 この件につきましては、利率が上

がってきたということで、内容的には理解したいと

思うのですが、過去において、このような補正予算

が組まれたことはあったのでしょうか。 

○小西正敏財政課長 こういった金利の上昇に伴っ

て補正予算を組んだことは、今回初めてでございま

す。 

○秋葉孝博企画総務部長 ただいま、財政課長から

そうした例はないというお話をさせていただきまし

たが、これまでの歴史的にどうだったかというの

は、検証というか確認したことがありませんので、

今の答弁につきましては、近年では、今まで金利自

体がかなり低いところで推移してまいりましたの

で、そうした補正を近年やったことはございませ

ん。 

○深津晴江委員 御説明あったとおりかなというふ

うには思いますが、今経済がようやく動き出そうと

しているのかなという部分はありますが、今後の見

通しとしては、市としてはどのように考えていらっ

しゃるのか見解を教えてください。 

○小西正敏財政課長 金利の上昇の動向につきまし

て、これまでという状況が金利の上昇局面にござい

ますので、今後の財政収支の見通しにつきまして

は、利率を２％ということで想定して収支を見込ん

で、今回算定しております。今後につきまして、や

はり今後も上昇局面にありますので、状況を見守り

ながら情報を集めて、適切に対応していきたいと考

えております。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○山田庫司郎委員 深津委員の質問で大体理解をす

るところはあるのですけれども、金利はきっと上が

っていくだろうと、皆さん頭では描いているのだと

思います。それで、網走市の負債全体も含めてです

けれども、その金利が上がることによってどんなふ

うになっていくのかっていうことは、財政畑でも、

ある程度考えているのだろうというふうに思います

し、こういう補正がこれから出てくる可能性という

のは多分にあるのか。また負債が結構ありますか

ら、借り方によって、負債の金利が上がることによ

って、変動に利息も上がってくっていう借り方とか

いろんな形があるのだと思いますけれども、網走市

の負債全体の中で、これから金利が上がるという想

定の中で、今後の対応なり何か考えていらっしゃる

のでしたら、コメントいただければと思います。 

○秋葉孝博企画総務部長 私のほうから全体的なお

話をさせていただきます。 

 金利の上昇局面に入ったということで、これまで

は、やはり金利が低い状況が続いていましたので、

0.5％から１％台、大体10年の利率として、0.5から

１はいかないだろうというようなことで予算編成を

してまいりました。今年に入りまして、かなり急激

に金利が上昇して、さらに今後の動向によっては金

利の上昇局面がさらに見込まれるという状況です。

非常にこの金利の利率を見ると、かえって高く見る

と不用額として残ってしまいますし、低く見ると今

回のような追加ということになります。これまで大

体１％で見ていたものが、約１％程度上がって、今

年度の利率として補正させていただいている2,000

万程度の影響があるということです。 

 これから予算編成に入ってまいりますので、財政

課長から２％台を一つの目安としてやっていきたい

ということなのですが、これがさらに上がるかどう

かは、マーケット次第というところもありますし、

そこは何とも言えない状況なのですけれども、基本

的な長期の借入れに当たっては、20年の固定の借入

れというのは基本的にはなく、10年の国際ベースを

見ながら、利率見直しという借入れをしていますの

で、全部の起債残高が影響するということではなく

て、要するに10年過ぎたらもう固定になっています

ので、どちらにしても金利上昇というのは、非常に

当市にとってもコスト、そこは注意しなければいけ

ませんので、マーケットを見ながらあまり過大にな

らないように、また過少にならないように、予算見

積りをしてまいりたいと考えております。 

○山田庫司郎委員 御答弁いただきました。本当に

答弁が難しいというふうに思います。そういう意味

で、今まで低金利で本当にありがたかった。借りる

側ではありがたかった時代が続いたわけですけれど

も、これから0.5上がるだけで2,000万ですから、こ

れが１％になれば4,000万と単純に行くかどうかわ

かりませんけれども、新規予算のときにどういうふ
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うに計上するか、その状況を見ながら必要になれば

補正ということはもちろん部長から言われたよう

に、厳しい状況も出てくるかもしれません。当市

も、財政がある程度健全化になってきたとはいえ、

他市と比較してもまだ道内のほうでも上位のほう

に、まだ財政的には厳しい状況が続いているわけで

すから、財政も大変だと思いますが、しっかり見極

めながら運営も含めてしていかなければならないと

思いますので、ぜひ担当課はとりわけシビアにやっ

ていただくことをお願いして、質問を終わります。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○村椿敏章委員 今の部分、もう少し確認したかっ

たのですけれども、この間、金利の安いものに借換

えをしてきていると思うのですよね。そういった意

味では、先ほど部長が言った10年以下の部分につい

ての利子が変わるようになっていると。全部ではな

いということですけれども、実際、関係する借金と

いうのは幾らになるのか伺いたいと思います。 

○小西正敏財政課長 今回、10年見直しに係る影響

の借入残高でございますけれども、７億7,300万円

となっております。 

○村椿敏章委員 関係する借金が７億7,000万です

か。違いますよね。 

○立崎聡一委員長 暫時休憩いたします。 
午前10時29分休憩 

 
午前10時30分再開 

○立崎聡一委員長 再開いたします。村椿委員の質

疑に対する答弁から。 

○小西正敏財政課長 本補正におきます10年見直し

の借入残高につきましては、影響する額が７億

7,300万円となっております。 

○村椿敏章委員 今回の補正の部分についてはわか

りました。また、ほかにも出てくると思いますの

で、ぜひ、そういうところもしっかりと見ていって

ほしいなと思います。 

 以上です。 

○立崎聡一委員長 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、お諮りいたします。 

 議案第１号令和７年度一般会計補正予算中、企画

総務部関係分については、全会一致により原案可決

すべきものとして決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定いたしました。 

 

○立崎聡一委員長 次に、議案第２号網走市行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個

人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制

定について、説明を求めます。 

○山縣叔彦情報政策課参事 議案資料20ページ、資

料２号を御覧ください。網走市行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部を改正する条例について、御説

明します。 

 まず趣旨でございます。地方税等の情報システム

の標準化に伴い、住登外者の情報管理事務について

は、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律第９条第２項の規定に基

づく個人番号の独自事業を行う事務として条例に規

定する必要があるため、当該条例の所要の改正を行

うものであります。 

 次に改正の内容でございますが、当該条例別表第

１から別表第３に、住登外者の情報の管理に関する

事務を追加するものであります。 

 次に施行期日につきましては、公布日から施行し

ようとするものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。質疑

ありませんか。 

○村椿敏章委員 今言われていた情報システムの標

準化によって、こういう条例を定めなければならな

いということだと思うのです。それまでも、標準化

されていない段階でも何と言うんですかね、そうい

うシステムがあったのではないのかなと思うのです

けれども、それをなくして、この標準化のほうに移

行するというイメージでよろしいのでしょうか。 

○山縣叔彦情報政策課参事 今回の標準化におきま

して、共通管理機能として住登外の管理機能が追加

されるということになりまして、それによりまし

て、要は庁内連携が図られるということになります

ので、その関係で今回の条例の改正が必要だという

ことになります。 

○村椿敏章委員 そういう意味で条例の改正が必要

だということはわかりました。それで、この関係す

る住登外の人数というのは何人ほどいらっしゃるの

でしょうか。 

○立崎聡一委員長 暫時休憩いたします。 
午前10時35分休憩 
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午前10時36分再開 

○立崎聡一委員長 再開いたします。村椿委員の質

疑に対する答弁から。 

○山縣叔彦情報政策課参事 住登外番号の件数とい

うことなのですけれども、この住登外番号につきま

しては、それぞれの部署で把握しているものでござ

いますので、また、年度によって変わるものでもご

ざいますので、こちらのほうでは把握していないと

いう状況でございます。 

○村椿敏章委員 少なからず何人ぐらいっていうの

がいるのかなというふうに思ったのですけれども、

今答えられないということですので、また後ほど確

認したいと思います。 

 以上です。 

○立崎聡一委員長 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、お諮りいたします。 

 議案第２号網走市行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律に基づく

個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例制定については、全会一致

により原案可決すべきものとして決定してよろしい

でしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 そのように決定いたしました。 

 ここで理事者入替えのため、暫時休憩いたしま

す。 
午前10時38分休憩 

 
午前10時39分再開 

○立崎聡一委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 次に、議案第１号令和７年度一般会計補正予算

中、労働総務費、若者就業定着推進事業について、

説明を求めます。 

○中村幸平商工労働課長 議案資料１号、５ページ

を御覧ください。令和７年度一般会計補正予算、労

働費、若者就業定着推進事業について御説明申し上

げます。 

 １、補正の理由及び内容ですが、若者就業定着推

進奨励金の交付申請者が、当初見込みより増加した

ため、次の経費を追加補正するものでございます。

経費の内訳ですが、対象者に対する交付金として、

150万円でございます。 

 ２、補正額（１）歳出予算は、補正前の額が事務

費を含め504万円、今回の補正額が150万円、財源内

訳は全額基金繰入金とし、補正後の額は654万円と

しようとするものでございます。（２）歳入予算は

記載のとおりでございます。 

 説明は以上です。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。質疑ございま

せんか。 

○深津晴江委員 まず、補正前の額として、事務費

を含めてと御説明ありましたけれども、今回の150

万のうちの事務費と実際に交付する予定の内訳とい

うのでしょうか、それについて教えてください。 

○中村幸平商工労働課長 今回の補正額150万円に

つきましては、全額が奨励金、１人５万円、30人分

を想定しております。事務費につきましては、当初

予算の中で、４万円分をチラシを含めました周知・

広告の部分というところで用意していたものでござ

います。 

○深津晴江委員 内訳については理解いたしまし

た。それで、結果的に人数が増える見込みというこ

とは、現在もどんどん申請してくださっているとい

うふうに、増えているというふうに理解してよろし

いでしょうか。 

○中村幸平商工労働課長 基本的に、今年度の申請

者につきましては、例年よりも増えている状況にご

ざいます。この内訳といたしましては、対象者は令

和４年の１月１日以降に就職した方で、継続して働

いている方が対象となるものでございますけれど

も、就業後90日を経過した後から申請ができるとい

うことにはなっておりますが、この間、現在に至る

までの間で、既に過ぎた年度の中で、そういった対

象になられる方がいた中で、今回申請が当年度に固

まって来たものがあったというところでございま

す。 

○深津晴江委員 この制度ができてから、結果的に

は令和４年１月からということで、現在就職されて

いた方の申請が増えていたというふうなことで、新

たに若者が就職・就業してくれたという方も若干い

るかと思うのですが、そこら辺はどのような手応え

をお感じでしょうか。 

○中村幸平商工労働課長 この奨励金があることに

よって就職を決めたという方がいるというのは、な

かなか効果としては一口５万円というところになり

ますし、その方は１回限りというところの様々な要

件もございますので、これがダイレクトに新規就業

につながるかというところでは、把握しきれないと

ころはございますが、当然この事業を通じて、仕事
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に対して就業の継続であったり、そういったところ

の意欲というところは、少しそこの辺りを押し上げ

ることができているのではないのかなと考えており

ます。 

○深津晴江委員 少しでも若者がこの事業の趣旨の

とおり、定着してくださればいいかなというふうに

思っていますので、引き続き周知などよろしくお願

いいたします。 

 以上です。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○小田部照委員 私のほうでもちょっと若干確認さ

せていただきたいのですが、この若者就労奨励金、

大変人気なと言ったらあれですけれども、ありがた

いという声をよく聞く、僕は大変評価している事業

なのですが、ここ二、三年前、令和４年ぐらいから

立ち上がった事業で、その当時からもっと周知すれ

と事業所の方や若者の方からよく言われていたので

すが、これまでの周知方法、若干周知が行き渡って

こうやって申請者が増えてきたというような捉え方

でいいのかも含めて、周知の仕方というのはどのよ

うに工夫されていますか。 

○中村幸平商工労働課長 本事業の周知につきまし

ては、まず公式サイトを基本としながら、やはり、

こちらは事業所にお勤めいただく方々にお使いいた

だく制度となっておりますので、商工会議所などを

通じて、事業者のほうにダイレクトに周知チラシな

どの配布、また折り込みチラシなどの配布などを通

じて、お勤めされている個人の方が、確認という

か、気づく機会が増えるようにというところに取り

組んでいるところでございます。 

○小田部照委員 周知もされてきたのかなというふ

うには、若干思ってはおります。当初、たしか500

万円で100人ぐらいを見込んでいて、なかなか100人

にも満たないような年が続いていたのだと思います

けれども、今回100人を超して、約130人という申請

で大いに結構なのですが、これ一方で、就労して90

日がたった方が対象、そしてたしか20代から30代の

方に広げたのですね、昨年。それで対象者も広がっ

たということで申請者も増えたということで、一方

で年々増えている外国人労働者もこの網走にどんど

ん入ってきて、昔古くからですけれども。外国人労

働者の方も90日以上網走に滞在すると網走の住民票

を取らなくてはいけないっていうような仕組みにな

っていると思います。それで受給の概要を見る限り

では、そういった外国人労働者も対象になるのでは

というような話もちらちら聞こえてはいるのです

が、現状はどのように対応しているのか伺います。 

○中村幸平商工労働課長 委員御指摘のとおり、外

国籍の方であったとしても、労働者である限り、こ

の要件に合致するケースにつきましては当然対象と

なり得るものでございます。実際に市内の事業所の

中で、外国籍の方でありながら、雇用保険の受給要

件とか、そういった所定の要件を満たされる方で、

既に受給をされている方も多くいらっしゃる状況で

ございます。 

○小田部照委員 それは、当初令和４年かな、この

事業が始まったときは、なかなかそういう方は多分

いなかったのだと思うのですけれども、それは今年

度入ってから、いろいろ周知が届いて申請があった

という認識で、外国人の方はどれぐらいおられます

か。 

○中村幸平商工労働課長 具体的に外国人の方の詳

細な人数というのを手元に持っていない状況でござ

いますが、例えば宿泊業などでは、ホテル業などの

スタッフとして働かれるグループであったりとか、

医療介護の現場などでお仕事に入られている外国籍

の方など、そういった方々っていうのは、２桁の数

字で、これまでにこの事業をお使いいただいている

ところでございます。 

○小田部照委員 かなりの方が活用されて、１人１

回しかもらえないという事業なので、大いに結構と

いえば結構なのですが、ただ、ちょっと気になるの

が、この事業の目的の一つに網走に就業していただ

いて、やっぱり定着を図ることが一つ大前提の目標

の事業でスタートしたものなのですね。ましてや、

20代からなかなか申請者100人満たないから30代に

拡充してというのも大いに結構なのですけれども、

肝心な、肝心なと言って、言い方を差別するわけで

はないですけれども、この網走にもともと生まれ育

って、まだ周知されていなくて、申請されていなく

て、受給されてない方というのも数多くいるわけで

すよね。そういった中で、この外国人の労働者とい

うのは必要で、これからどんどん増えていきます。

ただ、大抵の方は５年ぐらいでやっぱり、もう決ま

っているのですよね。日本になんですかね、それ以

上いられないというか、網走の方と御結婚されれば

また別なのですけれども、その期間が定められてい

ますので、期間が終わると戻ってしまうというのが

見込まれている中で、外国人労働者というのはもう

数多く今いて、これから増えていくのでしょうか
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ら、もうそういう御祝い金みたいのは、別立てで組

む事業であったほうがいいのかなと、個人的には。

一緒にしてしまうと、これはあくまでこの事業はさ

っきも言いましたけれども、定着を図ることが目的

となっているのに、その目的にはちょっと該当しな

いのではないかなと僕は個人的に思うのですけれど

も、その辺はどういう認識でしょうか。 

○中村幸平商工労働課長 委員御指摘の部分という

のは一理といいますか、その部分というのは理解で

きるところでございます。ただ一方で、外国人の在

留資格というところが、期限が決まっているという

ところを今委員がおっしゃられていた部分でござい

まして、在留期間が終了した段階で帰国するってい

うのが大前提というのが基本の制度、例えば技能実

習生であるというところであったかと思います。現

状、特定技能という枠で最長何年という縛りがござ

いますけれども、そこの中で期間が所定の要件をク

リアしたら特定の１号から２号、それにより滞在期

間が延びていくという制度的な取扱いもございます

ので、その中で、長く網走の中で、特に事業所のほ

うでしっかりと外国籍の方もしっかりとその職場と

いうものに親しんでいただいて、長く働いてもらえ

る、そのような形のきっかけになればありがたいな

というところで考えております。 

○小田部照委員 ちなみに、外国人労働者で網走に

住民票のある方、相当数いると思うのですけれど

も、商工労働課が押さえている範囲で今何人います

か。 

○中村幸平商工労働課長 技能実習生特定技能の関

係、水産漁港課のほうの所管で把握している部分と

いうのを記憶している範囲で申し上げますと、約

500名程度が外国籍の方で住民登録があると把握し

ております。 

○小田部照委員 そうなんですよ。500人程度、そ

して今後はもっともっと増えていくのですよね。今

２桁というか、数十名は申請して受給しているので

しょうけれども、大抵の方は多分、40歳未満の方が

大半を占めているのだと僕の認識では思うのですけ

れども、今言ったようにこの住民票登録されている

方が500名いるということは、要はその500名は対象

者なのですよね、この事業の。申請していないだけ

で。いかがですか。 

○中村幸平商工労働課長 500名のうち、技能実習

など、雇用保険の対象となり得る方というのがどの

程度かというところがございますので、雇用保険な

ど、所定の要件を満たされる方については対象とな

り得る方かと考えております。 

○小田部照委員 そのとおりですよね。雇用保険を

適用される技能実習生というのも相当数いるので。

要は何が言いたいというのは、周知されていてわか

っている事業所の方は外国人の方にもこうやって、

支援金を配布できるのですけれども、要するに、そ

れがきちっと申請できない限りは、今の状況だとさ

っきも言いました網走の市民もできていないような

状況なので、もうどうなんですかね、プッシュ型で

はないけれども、それを調べ上げることはなかなか

難しいのかもしれませんけれども、きちっとした周

知をしていっていただかないと、外国人に限らず、

日本人もなかなか公平性というか、そういう声も出

てきているのですよね、実際なんかもらっているの

に、こっちももらえるのかとか。今の条件なら大半

もらえてしいますよね、40歳未満の網走市で働く

方、令和４年以降、新規就労といったら、それこそ

外国人は相当数適用になると思うのですけれども、

その辺どうでしょうか。 

○中村幸平商工労働課長 委員がおっしゃるとお

り、対象となり得る方というのは一定数、必ずいる

ものと考えております。こちらにつきましては、先

ほど委員もおっしゃられたように、全ての事業所で

どのような雇用状況か把握して、そこにプッシュ型

で送り込むというのはなかなか難しい部分がござい

ますので、各事業所にしっかりと周知活動を行いな

がら、事業所としても、また働いている方の申請を

頂く形が基本要件として定めておりますので、そこ

の部分というのを、引き続き丁寧に周知を図ってま

いりたいと思います。 

○小田部照委員 外国人労働者もこれは適用になる

というような、実際、もうその該当者が何十人もい

るわけですから、今後もそれでいいのですが、ただ

それだと、この事業の目的の一つ、先ほど言ったけ

れども、定着を図るも含めて、受給の要件に転勤の

ない条件を採用するなどは別に確認するとあります

が、これってどういうことですか。 

○中村幸平商工労働課長 転勤の要件につきまして

は、網走市以外にも支店や本店などを構えているよ

うな事業所のケースを想定しておりまして、そこ

で、網走採用ということのケースで、異動が存在し

ないような場合は対象となり得ることも考えられま

すし、総合職として全国を飛び回られる、あるいは

道内を異動されるような対象の方というのは、本件
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の奨励金に該当しない方ということで整理しており

ます。 

○小田部照委員 そこでちょっと気になるのが、そ

の整理の仕方だと、網走に就職して例えば二、三年

後、転勤を予定されている方は該当にならない。し

かしながら、外国人労働者は５年後にいなくなって

も該当になる。この辺がちょっと、バランスがおか

しいのではないかなと思うのですけれども、いかが

でしょうか。 

○中村幸平商工労働課長 実際に外国人労働者の場

合は、在留期間という所定の期間が定められている

ことから、そこを一つの区切りというところを要件

といいますか、区切りという形に見えるところがあ

るのは委員の御指摘のとおりかと思います。ただ、

その上で在留資格が変わっていくことにより、その

先残っていく可能性がありますので、外国籍の方を

対象から除くことは、それをもってすることは必要

ないかなという部分が一つ考えてございます。 

 また、短期労働者の方、網走の中にも季節労働者

の方もたくさんいらっしゃる中で、どうしても期間

限定でお仕事されるケースの方はいらっしゃいます

けれども、その方々に対してもきちんとサポートし

なければ、この事業を使って地元の職場に働いても

らうというところがありますけれども、そもそも短

期雇用のケースだと、期間限定というところになり

ますので、その職場を離れられるという要件上は見

えてしまうというケースもございますが、季節に応

じて、毎年そこの職場できちっと網走の一次産業な

どが中心になるかと思いますが、そういったお仕事

をされる方へのしっかりとこういった制度が届くよ

うにという取扱いとして整理しているところでござ

います。 

○小田部照委員 今御答弁あったように、季節労働

者、漁師の方や土方の方、いろいろ様々な方も適用

されて柔軟に対応していただけているというところ

も、私はこの事業を大いにこれまでも評価してきて

いるのですが、どうも外国人労働者がオーケーとし

たのだからいいのですけれども、今後、転勤が見込

まれるような網走で働いてくれる人も対象にしても

僕はいいのではないかなと思うのですよ。というの

も、就業して90日たった方を対象としているのだけ

ど、その１年後にまた辞めてしまっても、それは追

っていないではないですか。追いようもないでしょ

うし、その縛りはないわけですよ。１年後やめたら

返還ですよという、何もないわけですよね。さっき

言った外国人労働者の方だって、５年という期間い

なくたって、昔は来たけれどもすぐどこかいなくな

ってしまったというケースもよくありましたけれど

も、そういう方も該当なわけですよね。それ以上の

ものは追えないというか、追わない事業の概要にな

っていますので、その辺をもうちょっと整理できま

せんかね。不公平感のないような。 

 そして、今は御答弁できないようですけれども、

500名ぐらいいる外国人労働者が数十名受給した

と、来年からまた増えていくのでしょうか、それが

一体どれぐらいまで本来は該当するのか、保険がか

かっている方がいるのか、これはちょっと後でいい

ので、調べればわかると思うので、御答弁いただけ

ますか。 

○中村幸平商工労働課長 外国籍の方、技能実習生

の方を、労働者という表現ができるのかどうかとい

うところもあるのですけれども、対象となり得る在

留資格のある方、あるいはお仕事されている方とい

うのがどの程度になるのか、正確に把握しきれるか

というところは一旦ございますが、確認をした上で

御報告を後ほどさせていただきたいと思います。 

○小田部照委員 水産のほうで押さえている数字は

あるので、それが全てじゃなくても、それでちょっ

と調べることができると思いますので、後ほどまた

御回答いただきまして、必要であれば、また違う場

面で質疑させていただきたいと思います。 

○立崎聡一委員長 暫時休憩します。 
午前11時１分休憩 

 
午前11時２分再開 

○立崎聡一委員長 再開いたします。 

 他に質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、ここで一旦休憩に入りたいと思います。

再開は午前11時10分。 
午前11時３分休憩 

 
午前11時10分再開 

○立崎聡一委員長 再開します。 

 次に、議案第１号令和７年度一般会計補正予算

中、公共交通対策費、自動運転バス実証可能調査事

業について説明を求めます。 

○中村幸平商工労働課長 議案資料第１号、６ペー

ジを御覧ください。令和７年度一般会計補正予算、

公共交通対策費、自動運転バス実装可能性調査事業

について御説明申し上げます。 

 １、補正の理由及び内容ですが、活用を見込んで
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いた国の補助金が不採択となり、事業実施が困難と

なったため、次の経費を減額補正するものでござい

ます。経費の内訳ですが、自動運転バス可能性調査

に係る委託料につきまして、4,000万円の減額でご

ざいます。 

 ２、補正額の（１）歳出予算、（２）歳入予算

は、記載のとおり事業費の全額を減額するもので、

いずれも4,000万円の減額。財源は国庫補助金でご

ざいます。 

 説明は以上でございます。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。 

○石垣直樹委員 非常に残念な結果となったと思い

ます。全国各自治体が取り組まれていて、網走はた

しかレベル４だったかと思いますが、今回、不採択

となった要因は明確には示されないと思うのですけ

れども、何か思い当たる点があるのか、来年度以降

どう考えていくのかお示しください。 

○中村幸平商工労働課長 まず、本年度の国の補助

金が不採択となった理由につきましては、委員御指

摘のとおり、明確に理由が示されるものではござい

ませんが、市といたしましては、様々な事業者から

の情報交換の中で、やはり全国でこのような当該補

助金の利用見込みというか、申請件数というのが当

初の想定よりも大きく増えたというのが１点。ま

た、今委員がおっしゃられましたレベル４に向けた

実際の実装に向けたスケジュール感が、より具体的

なケースというものが採択された模様と、その辺り

があるのかなと考えております。 

 将来的な、次年度以降の見込みでございますが、

網走市の場合は、令和６年度も国の補助事業を使い

まして、調査事業というものを実施いたしました。

その際、自動運転とはどういうものかという講習会

であったり、あるいは、実際に走らせるとしたらど

ういったルートがいいだろうかという想定の検討を

令和６年度に行ったところでございます。令和７年

度につきましては、実際に自動運転バスを実証運転

として走らせよう、２週間程度のスケジュールで走

らせる、この事業費として4,000万円を計上してい

たところでございますが、こちらについて、それ以

降、さらに2027年以降の見通しなどというところ

が、他の自治体と比較したときに、若干弱かったの

ではないのかというところがあると考えておりま

す。 

 今申し上げましたように、調査事業から実際に実

証運転を今年度やろうと思っていたところができな

いという状況でございます。また、その一方で、道

内他の自治体でも自動運転の実証運行あるいは実装

に向けた取組というのが進めているところを視察で

あったり、情報収集であったりを行っている中、な

かなか北海道での実装というところが、近々にかな

うかどうかというのは非常に見込みが難しいという

ことも、今年度認識しているところでございます。

当該網走におけるバス事業者と意見交換をする中

で、自動運転の可能性というのは、将来的な人材不

足への対応も含め、可能性というのは追求していき

たいと考えてはおりますが、どうしても事業費とい

うところが、例えば２週間の実証運行するだけでも

4,000万円の事業費というのが現在かかるようなコ

ストでございます。本格的に自動運転を実装して、

人員の削減あるいはそこの代替手段として成立させ

ていくというのは、なかなか見通しを立てづらいと

いう状況でございますので、実証という形での取組

について引き続き検討してまいりたいと考えており

ますが、こちらにつきましても、国の補助メニュー

などを精査しながら検討してまいりたいと考えてお

ります。 

○石垣直樹委員 それぞれの自治体が実証実験をや

っていくってことが僕は間違っていると思ってい

て、できたメニュー、システムを導入するっていう

のはわかるのだけれども。しかし、そのような方向

で進んでおります。一方、ソフトバンクはレベル２

で走っているようですけれども、網走市として、今

後そのレベルを下げてとかという考えではなくてレ

ベル４のままで、国の補助メニューがあれば取り組

んでいきたいというようなお御考えでしょうか。 

○中村幸平商工労働課長 基本的に自動運転の考え

方でございますが、レベル２で走行させるというこ

とについては、単純にバスの乗車ドライバーの軽減

にはつながらないところでございます。ですので、

将来的にレベル４に到達しなければ自動運転のよさ

というのは、発揮できないのではないかなというふ

うな考えを持っております。したがいまして、こち

らを模索していくことは必要だと考えております

が、市として経費負担をどの程度しながらやってい

くのが適正なのかという視点も必要かと考えており

ますので、国の補助メニューなどをしっかりと確認

しながらその辺りの検討を行ってまいりたいと思い

ます。 

○石垣直樹委員 理解いたしました。引き続きよろ

しくお願いします。 
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○立崎聡一委員長 他に。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、次に、議案第４号網走市公の

施設に係る指定管理者の指定、所管分について説明

を求めます。なお、議案第１号債務負担行為の補正

が関連しておりますので、併せて説明を願います。 

○中村幸平商工労働課長 議案資料４号、26ページ

を御覧願います。網走市公の施設に係る指定管理者

の指定について御説明申し上げます。 

 資料の下から３段目、網走市鉄道記念館でござい

ますが、令和７年11月５日に開催しました指定管理

者選定委員会におきまして、これまで地域による管

理運営が行われていたところですが、これを評価

し、同様に令和８年度から令和10年度の３年間につ

きましても、当該施設を維持管理することを目的に

設立されております、網走市鉄道記念館管理運営委

員会を指定管理者の候補者として選定したところで

ございます。なお管理委託料の債務負担限度額は、

３年間で331万2,000円でございます。 

 次に、その下段、下から２段目、網走市能力開発

センターでございますが、同じく指定管理者合同選

定委員会におきまして、当施設の目的が職業訓練施

設であることから、引き続き職業訓練法人網走職業

訓練協会に管理を行わせることが望ましいと考え、

同協会を候補者として選定したところでございま

す。なお、管理費用につきましては、受託団体の自

主財源自主運営となっておりますが、３年目には運

営状況のヒアリングを行い、経費等々の見直しが発

生する場合、必要な場合に応じて協議することとし

ております。 

 説明は以上でございます。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。質疑ございま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、お諮りいたします。 

 議案第１号一般会計補正予算中、観光商工部関係

分について、及び議案第４号網走市公の施設に関わ

る指定管理の指定についての観光商工部関係分につ

いては、全会一致により原案可決すべきものと決定

してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 そのように決定いたしました。 

─────────────────────── 

○立崎聡一委員長 次に、議案第１号令和７年度一

般会計補正予算中、住宅建設費、市営住宅建設事業

について、説明を求めます。 

○小原功建築課長 議案資料１号の７ページを御覧

願います。令和７年度一般会計、住宅建設費補正予

算、市営住宅建設事業の歳入歳出予算の補正と繰越

明許費の設定について御説明いたします。 

 補正の理由及び内容でありますが、国の社会資本

整備総合交付金を活用し、市営住宅建設を継続して

行うため、次の経費を追加補正するものでありま

す。なお、年度内に事業の完了が見込めないことか

ら、事業費の一部を翌年度に繰越しするものであり

ます。経費使途は、市営住宅建設に係る工事費に８

億4,000万円、工事監理業務委託費に616万6,000円

の、合わせて８億4,616万6,000円を計上するもので

あります。 

 補正額でありますが、補正前の額が６億7,201万

5,000円で、補正額が8億4,616万6,000円、補正後の

額が15億1,818万1,000円となり、財源内訳及び歳入

予算については、記載のとおりであります。 

 繰越明許費の内訳でありますが、15億1,818万

1,000円のうち７億6,817万5,000円を翌年度に繰越し

するものであり、繰越額の財源内訳は記載のとおり

であります。 

 以上でございます。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。質疑ございま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、次に、議案第１号令和７年度

一般会計補正予算中、住宅建設費、市営住宅解体事

業について説明を求めます。 

○小原功建築課長 議案資料８ページを御覧願いま

す。令和７年度一般会計、住宅建設費補正予算、市

営住宅解体事業の歳入歳出予算の補正について御説

明いたします。 

 補正の理由及び内容でありますが、国の社会資本

整備総合交付金について、当初予算見込みより交付

額が減額されたことに伴い、次の経費を減額補正す

るものであり、金額につきましては、8,000万円を

減額するものであります。 

 補正額でありますが、補正前の額が１億2,370万

円で、補正額が8,000万円の減額、補正後の額が

4,370万円となり、財源内訳及び歳入予算について

は記載のとおりでございます。 

 以上でございます。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

○山田庫司郎委員 ちょっと確認させていただきた
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いのですが、8,000万の減額はこれ、やむを得ない

かなとちょっと思うのですが、当初予算が１億

2,370万ですね。これで記憶では５棟やるという話

で聞いていましたが、今回減額になることによって

１棟になるという話で説明を受けたような記憶があ

るのですが、単純に１億2,300万を５棟で割ります

と、１棟2,500万ぐらいになるのですが、建物はわ

かりません、同じだという前提ですけれども、そう

なりますと4,370万というのは非常に１棟としての

単価が高いのですが、何か事情があるのかどうか御

説明いただけますか。 

○小原功建築課長 まず、この１億2,370万円の内

訳でございますが、この中で解体工事を行うものが

9,300万円の予算を立てております。残りについて

は造成に伴う測量ですとか、そういったものの経費

となっております。9,300万円で当初５棟を解体す

る予定としていたところでございます。 

○山田庫司郎委員 そうなると余計単価が安くなる

のですね。2,000万ぐらいでできるのが4,300万かか

るということなのですか。例えば、もう既に解体を

されていて半分ぐらいやっているので、そこまでお

金見るとかそういうことではないのですか。どうい

う内容でこれ単価的に高いのか御説明いただけます

か。 

○小原功建築課長 解体費の戸当たりといたしまし

ては、およそ300万円のものでございます。ただ、

実際の工事を行っているものにつきましては、令和

６年度に補正予算で計上をさせていただいたものが

ございますので、実際には現在、潮見地区において

は本年度やろうと思った部分について６棟解体でき

ております。補正については、令和８年度にやろう

と思ったものを、さらに前倒しで受けたものでござ

います。 

○山田庫司郎委員 それでは、実際は何棟が今回の

この減額によって8,000万減額になりますが、当初

予算と減額との比較の中で4,370万残るわけです

が、これによって何棟も解体をやる考えなのか、令

和６年の話も今ありましたけれども。 

○小原功建築課長 今委員おっしゃられた、残りの

4,370万円の部分ですが、こちらについて予算は、

造成の測量に係る部分と既存住宅のアスベストの調

査に係る部分が4,370万円に当たる部分になりま

す。 

○山田庫司郎委員 反対しているわけではないの

で、中身をちゃんと納得したいんです。 

 それで今アスベストということも含めて調査する

ということですし、令和８年度の前倒しも含めた中

で、そこの解体を予定するとこもこの調査をするの

だという意味なのですか。それで、１棟当たり単純

に割り返すと2,000万ぐらいで、解体で9,000万と説

明されていましたから、１億として５棟やるとする

と2,000万だなと。それが１棟になるということで

すから、何で4,370万もかかるのかな、単価何だろ

うという単純な思いで聞いたのですね。そのアスベ

ストの調査とかいろんな調査もこの中に入っている

というとですか。１棟分プラス。 

○立崎聡一委員長 暫時休憩します。 
午前11時27分休憩 

 
午前11時28分再開 

○立崎聡一委員長 再開いたします。 

 山田委員の質疑に対する答弁から。 

○小原功建築課長 4,370万円の詳しい内訳でござ

いますが、既存の建物の外壁等の塗装にアスベスト

が含まれているかどうかの調査に320万円、また造

成の調査測量等について2,750万円、残りの解体に

充てる費用が1,300万円計上している内訳となって

おります。 

○山田庫司郎委員 今説明いただきました。前倒し

でこれからやる予定のところの調査、それとアスベ

ストの調査も含めて、それと解体が１棟と、これで

4,370万ということですね。そういう内容ですよ

ね。 

○小原功建築課長 そのとおりでございます。 

○立崎聡一委員長 他に。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、お諮りいたします。 

 議案第１号７年度網走市一般会計補正予算中、建

設港湾部関係分は全会一致により原案可決すべきも

のと決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 そのように決定いたしました。 
 

○立崎聡一委員長 次に報告第１号、令和７年度網

走市一般会計補正予算中、公共土木施設災害復旧費

に係る専決処分の報告について説明を求めます。 

○近藤賢都市管理課長 資料６号、議案資料の30ペ

ージを御覧願います。令和７年度一般会計、公共土

木施設災害復旧費の補正予算に係る専決処分につい

て御報告いたします。 

 １、補正及び専決処分の理由及び内容であります
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が、９月21日の暴風により発生した倒木と危険木を

処理するため、委託料1,035万5,000円を追加補正す

ることとし、緊急を要することから、地方自治法第

179条第１項の規定により専決処分をしたものであ

ります。 

 ２、補正額でありますが、補正の額が1,035万

5,000円となり、財源内訳は全額一般財源となりま

す。 

 ３、専決処分年月日でありますが、令和７年10月

17日付で専決しております。内容でありますが、都

市管理課で所管します道路と公園の部分が900万

円、その他の市の施設が135万5,000円となり、合計

で1,035万5,000円です。なお、学校や道路、多くの

市民の方が利用される施設の倒木や危険木について

は、優先的に除去を進めています。残る公園の危険

木は、造園業者と協議をしながら可能な限り早い時

期に処理することとしております。 

 説明は以上でございます。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。質疑ございま

せんか。 

○石垣直樹委員 ちなみに大小の木があると思うの

ですけれども、何本ぐらい倒れたのでしょうか。 

○近藤賢都市管理課長 本数ということでございま

すが、道路が６箇所、大小あって、６箇所の道路で

倒れたと。あと、公園につきましては、７つの公園

で48本の危険木が確認されたところです。その他、

こまば木の広場では、20本以上の倒木がございまし

た。それからレイクサイドパークのとろも10本、あ

と学校の敷地、網走小学校と東小学校がそれぞれ１

本、そして旧公民館、網走小学校の隣で、今博物館

の収蔵施設になっておりますが、そちらのポプラが

１本、またモヨロ貝塚館の敷地の中で１本の倒木が

ございました。 

○石垣直樹委員 一概には言えないと思うのですけ

れども、古い木から、倒れやすい木から倒れていく

と思いますので、今後暴風が起きたときには、この

木の数は減ると単純に素人は考えるのですけれど

も、そんな考えでいいのですかね。 

○近藤賢都市管理課長 都市管理課としましては、

危険木の調査を行っておりますが、今回の９月の暴

風で危険木と判定したもののうち、実は11月の暴風

でも倒れたものがございましたので、それだけに、

危険木の調査は造園業の方と一緒に回りましたの

で、今後はなるべく少なくなるというふうには見込

んでおります。 

○立崎聡一委員長 他に。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それではお諮りいたします。 

 報告第１号令和７年度網走市一般会計補正予算に

係る専決処分の報告のうち、建設港湾部関係につい

ては、全会一致により報告承認してよろしいでしょ

うか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 そのように決定いたしました。 

 ここで、理事者入替えのため暫時休憩いたしま

す。 

午前11時34分休憩 
 

午前11時35分再開 

○立崎聡一委員長 再開いたします。 

 次に、今定例会で付託された陳情及び要請につい

て審査を行います。 

 それでは、陳情第６号インボイス制度の廃止等を

求める意見採択についての陳情について審査いたし

ます。この陳情について、委員の皆さんの御見解を

お示しいただきたいと思います。 

○村椿敏章委員 インボイス制度については、今ま

で非課税の事業者が、この制度をしなければならな

いというか、それを選ぶわけですが、この制度を選

んだ場合、自分が納めている会社に対して、その請

求書を出すと。もう一つは選ばない場合、インボイ

スをしない場合については、逆に請求書が出せない

ので、納めていく事業所から外されてしまうという

問題とかもたくさんあるようです。そんな意味で、

非常に大変な負担を強いているインボイス制度です

ので、これは何としても、前回も意見書として採択

はさせていただきましたけれども、この意見書につ

いても、ぜひ採択をお願いしたいなと思っておりま

す。 

 以上です。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○山田庫司郎委員 委員長、ちょっと確認ですけれ

ども、今村椿委員からも言われましたけれども、こ

れ９月だったかな、ちょっと記憶はあれですが、議

会でこの内容で１回採択しているという記憶がある

のですが、中身違いますか。それでもし採択をして

いるのであれば、要請者なり提出者は違っても、網

走市議会としては既に採択して意見書を出していれ

ば私は２回やることはないと思うのですが、ちょっ

とその事実関係どうですか。申し訳ないです。自分
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で確認すればよかったのですが。 

○立崎聡一委員長 休憩します。 

午前11時38分休憩 
 

午前11時42分再開 

○立崎聡一委員長 再開いたします。 

 先ほど山田委員からお話あったとおり、この陳情

につきましては、６月に提案者は違うのですけれど

も、同じような願意の陳情を頂いているということ

で、そのときに関しましては、一応採択ということ

で提出は一度されております。その辺も踏まえまし

て、皆さん意見のほうをお願いしたいと思います。 

○井戸達也委員 このインボイス制度については、

依然と動き出している中においても、非常に事業者

として混乱しているというか、何をもってこの目的

がはっきりしないというような疑問の声も多い中

で、やはり必要かそうでないかという部分について

は、私のほうも疑問をちょっと持つ部分もございま

すので、これについては採択という形で取っていい

かなと。 

○立崎聡一委員長 失礼しました。先ほど山田委員

が質疑をされたのですけれども、そこをちょっと確

認したいのですけれども、最終的には採択か不採択

か、それとも継続なのかという返事をいただいてな

かったのですが、山田委員、お願いできますか。 

○山田庫司郎委員 今井戸委員からも出ましたけれ

ども、このインボイスについては廃止すべきという

私の考え方もございます。前回もそういう形で採択

をしている経過と、それから12月になって状況は、

私は全く変わってないと思いますので、ぜひ採択の

方向でと思います。 

○立崎聡一委員長 他に。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、お諮りいたします。 

 陳情第６号インボイス制度の廃止を求める意見書

採択についての陳情については、全会一致により採

択すべきものと決定してよろしかったでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
 

○立崎聡一委員長 次に、市町村議会における国土

強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書提出

要請について、審査いたします。この要請につい

て、委員皆さんの御意見をお示しいただきたいと思

います。 

○山田庫司郎委員 これは全道的も含めて、市町村

が総がかりで要請して行動している課題であります

から、網走市議会もぜひ採択をして、国土強靱化に

向けて国も動いていただくよう要請すべきだという

ふうに思います。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○村椿敏章委員 これは毎年出ている部分ですね。

私が今まで言ってきているのは、高規格道路のこと

であります。国土強靱化に資する部分だということ

なのですけれども、ここに大きな予算を使うのでは

なく、もっと舗装の補修とか、そっちのほうに出し

ていくほうがずっと効果はあるのかなと思っている

ことなので、これは、不採択であります。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○山田庫司郎委員 一致を見ない場合は継続になる

可能性があるわけですけれども、やっぱり網走市の

立場も含めて、議会はやっぱりそういうことも私は

考えなければならないだろうというふうに思いま

す。硲さんは興部の町長ですけれども、こういう団

体からの要請も含めてですから、村椿さんが言われ

るように国土の強靱化するにはどういう手法がいい

かという議論は確かにあると思います。いろんなや

り方、極端なこと言うと、もう舗装をやめて砂利道

にしなさいという議論も昔あったような話も含めて

ですけれども。それは別として、私は今までのこと

も含めて、国土をきちっと災害対応、それから広域

のことも含めていろいろな意味でやっぱり地方がし

っかりするためには、やっぱりインフラ整備も含め

てしていかなければならないと私は思っていますの

で、ぜひ村椿さんにも理解をいただいて、全会一致

で、ぜひ採択の方向でいっていただければと思いま

すが、いかがですか。 

○村椿敏章委員 言われた部分で、いろいろな国土

強靱化の方法あるということであります。ここで言

うダブルネットワークの構築という部分を言ってい

るのだと思うのですけれども、市の進めていく今の

計画があります。広域化高規格道路を造ろうという

ところも当然あるのだろうなと。ただそこについ

て、私もこれまで言ってきた部分で採択すべきでは

ないという話をさせてもらっていました。例えば、

この３の部分を落とすというわけにはいかないです

よね。難しいですかね。 

○立崎聡一委員長 暫時休憩します。 
午前11時50分休憩 

 

午前11時51分再開 

○立崎聡一委員長 再開いたします。 
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○村椿敏章委員 私としては、高規格道路の部分、

この地域全体で何か求めていきたいということもあ

るようですから、網走の部分についてはどうかなと

思っております。そうした意味も言った上で、この

意見書については、皆さんの考えも含めて受け止め

ましたので、採択していいと思います。 

○立崎聡一委員長 他に。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それではお諮りいたします。市町村議会における

国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書

提出要請について、全会一致により採択すべきもの

と決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○立崎聡一委員長 次に、衆議院の定数削減に関す

る意見書提出要請について、審査いたします。この

要請について、委員の皆さんの御意見をお示しくだ

さい。 

○村椿敏章委員 衆議院の定数を削減というのは、

今回出てきたのは、自分たちも議員を減らすってい

う意味で、今回、維新と自民党の中でお話しされま

した。ただこれは、自分たちの身を切るのではな

く、私たちの、市民の声をそぐものにつながる。こ

れは今日の道新にも出ておりましたけれども、これ

を拙速にするのは当然おかしな話ですし、これまで

国会でも、選挙制度については揉んでいた中で、二

つの党だけでこういうものを出してくること自体お

かしいなと思っているものです。ぜひこれ私たち出

したのですが、採択をお願いしたいと思います。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○山田庫司郎委員 私もその定数削減については、

するしないはまた別にして、しっかりこれは国会全

体の中で議論していくべきだという考え方でいるの

ですが、この意見書の中で、最終的に何を国に求め

ているのかが私正直言って見えないのです。定数削

減はやめるという内容なのか、きちっとしっかりし

た議論を進めるべきだと、国民の意見も聞きなが

ら、国会全体での議論の課題だろうという趣旨の意

見書なのか、ちょっと最終の方向が見えないので、

もし説明できる方がいれば、御説明いただきたいと

思います。 

○村椿敏章委員 最終的に言いたいのは、最後に書

いてあるとおりなのですが、衆議院の定数削減を強

行することなく、そして比例代表定数を確保して、

この小選挙区制の問題も含めた部分も本格的議論を

開始するよう強く要望しますということですね。強

行するなということですね。ただ、今回の内容につ

いても、ちょっと違う部分も出てきていますけれど

も、結局はその時期が来れば、削減するんだという

ような案が出されようとしていますから、そういう

面では強行に近いものになると思いますもで、ぜひ

この声を上げていってほしいなと思います。 

○立崎聡一委員長 山田委員、よろしいですか。 

○山田庫司郎委員 強行するななんていうのはもち

ろんのことで、確かに数がプラス３になったから過

半数を超えたような新聞報道もありましたけれど

も、だから、すぐできるということでは私もないと

思いますけれどもね。今、村椿さんが言われるよう

に強行することはなくと。ただ比例代表定数を確保

してと、こういう明言もあるのです。だから選挙と

いうのはどういう方法がいいか、やっぱり国民の意

見が広く国会に伝わるような仕組みにしていくって

いうのが大原則だというふうに思いますが、小選挙

区制の問題点、要するに死に票が多くなるというこ

とも含めて、いろんな議論がきていますけれども、

やっぱり政権交代が可能だということでの小選挙区

を入れてきた経過があって、中選挙区がいいのでは

ないかという議論なんかもいろいろあったのです

が、それは別として、村椿さんの説明でいうと、強

行はするなと、しっかり議論をすれと、そういうこ

との趣旨でしたら、文言がこういう形でストレート

でいいのかどうかわかりませんけれども、趣旨につ

いては私は理解をしたいというふうに思います。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○石垣直樹委員 衆議院の定数削減については、私

も削減するべきでないという考えです。本日の道新

にもありましたが、全国に45、北海道１〜２、私た

ちは12区に住んでいて、単純に人口ではなくて、こ

こはやはり広いですよね。広い上で国会議員との距

離が遠くなってしまうような可能性があると考える

と、本当にこの削減というのは、もうちょっと議論

してほしいと思いますので、本意見書には賛成いた

します。 

○立崎聡一委員長 他に。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 意見がないようですので、採択という方向でよろ

しかったですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、お諮りいたします。 

 衆議院の定数削減に関する意見書提出要請につい
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ては、全会一致により採択すべきものと決定してよ

ろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 そのように決定いたしました。 

 

○立崎聡一委員長 次に、消費税を緊急に引き下げ

ることを求める意見書提出要請について、審査いた

します。この要請について、委員の皆さんの御意見

をお示しください。 

○村椿敏章委員 今の物価高騰、それに対する政府

の対策もはっきりしていない。おこめ券などという

話もしておりますけれども、やはり消費税を下げる

こ一番効果的だと思います。それと、期間の選挙の

中でも、野党がどんな形であれ消費税を下げようと

いう公約も掲げてやってきました。そういった意味

では、国民の声が消費税を下げてほしいという声大

きくなっていますから、これを地方議会からも求め

ていっていただきたいなと思って出させていただき

ました。ぜひ採択をお願いいたします。 

○立崎聡一委員長 他に。他にございませんか。 

○山田庫司郎委員 消費税の内容ですけれども、私

も物価対策含めて、貧困対策というか厳しい状況に

対する対策としては、消費税の減税というのは、私

は大きな力が出るだろうと思います。ただ、私ども

は食料品に限定した中で、取りあえず消費税を減税

したら、年数を決めて、やっぱり消費税の税収とい

うのは、私はそっち側の立場ではありませんけれど

も、やはり大きいのだというふうに思います。た

だ、消費税そのものがいいかどうかの議論になる

と、これ様々な議論が私もあるというふうに思いま

すが、ただやっぱり、消費税を緊急に何らかの形で

消費税に対して、引下げをするという方向も国の中

で持っていただければと。補正がもう内容が出てき

ていますから、国会で審議になるので、これが間に

合うか間に合わないか分からないけれども、ぜひ消

費税についても、何らかの形で減額をしてく方向を

持つべきだと、こんなふうに私は思います。 

○立崎聡一委員長 採択ということで。 

○山田庫司郎委員 はい。 

○立崎聡一委員長 他にございませんか。 

○井戸達也委員 この意見書については、消費税に

ついては、皆さん望まれるところだというふうに思

いますけれども、別の側面から考えると、全てを引

下げ、いろいろ物価高騰対策に取り組んでいる中

で、何もかもこう下げていくと、いろいろな問題が

急激に出てくるという、私は懸念を持っている１人

でございますので、できるところから国民の負担を

減らすという部分では賛成しますけれども、この消

費税に関して、緊急に下げるということに関して

は、私はちょっと納得できない部分がございますの

で、不採択とさせていただきたい。 

○立崎聡一委員長 他に。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ただいま、採択と不採択ということで、意見の一

致を見ないということで、継続という判断になろう

かと思うのですが、そのような、決定でよろしかっ

たでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、消費税を緊急に引き下げることを求め

る意見書提出要請については、継続ということで取

り扱わさせていただきます。 

 それでは、ここで理事者の退席のため暫時休憩い

たします。 

午後０時３分休憩 
 

午後０時５分再開 

○立崎聡一委員長 再開いたします。 

 次に、継続審査となっていた請願の審査を行いま

す。これから審査する請願は、令和７年９月４日に

審査しましたが、継続審査となっております。今回

で２回目の審査となりますので、採択もしくは不採

択のどちらかでお答えください。 

 それでは、請願第21号メガソーラー設置に関する

規制条例制定を求める請願について、審査いたしま

す。この要請についての皆さんの御意見をお示しし

ていただきたいと思います。 

○村椿敏章委員 前回のときに、私は採択すべきで

はないかということを言っていました。ただ条文に

ついて整理しなければいけないという部分も出て、

結果的にこれについては継続になったと思っていま

す。そのあと、この間やった、この条例の学習もし

ました。そういった意味では、これからしっかりと

議会で揉んでいく部分なのかなと思っていますの

で、今回は不採択ということです。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○山田庫司郎委員 私も、この間学習会やったから

という意味ではありませんけれども、今メガソーラ

ーのことも含めて、この太陽光パネルの関係でいろ

いろ全国的にも、地方自治体がいろいろな動きを今

してきています。そういう意味で、やっぱり網走市
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も何ぼかも事例があるのですが、これからどういう

ことが出てくるかも分からない状況も一つあります

ので、ぜひ採択をして、理事者側も前向きにやっぱ

り、条例なり規制を考えていく時期が来たのではな

いかとこんなふうに思いますので、ぜひ採択すべき

と思います。 

○立崎聡一委員長 今現状、採択と不採択が出てお

りますので、このままでいきますと審議未了・廃案

ということをとらなければいけないのですけれど

も、それでよろしかったですか。 

○石垣直樹委員 釧路湿原の周りですとか根室でも

動きがある中で、全国的には条例をつくっていくよ

うな流れになっていると思います。罰則規定云々か

んぬんとかもあるのですけれども、私たちも勉強さ

せていただいて、網走の自然を守るために、何かし

らメガソーラーに対する条例はつくっていくべきな

のかなというような関心を持っているところでござ

います。 

 記の部分、様々書かれておりますが、今回のこの

請願については、メガソーラーの火災に重点を置か

れているのかなとすごい思っている部分がありま

す。これはいろいろな問題がまだまだ想定されると

思うので、もっともっと議会で揉んでいって、勉強

を重ねながら、もっと幅広い、厚い条例をつくって

いくべきだと思うので、私は採択するべきだと思い

ます。この条例については、条例をつくってくださ

いというようなものなので、こういった条例ではな

くて、それらも含めた条例を考えてほしいというよ

うな趣旨だと思いますので、条例化に向けて、これ

は採択すべきだと思います。 

○深津晴江委員 これにつきましては、やはり全国

的に様々な問題が多分今後も出てくる、広がってい

くということがすごく懸念されますので、まず網走

市で何が必要か、この記が全て必要かどうかという

ところは、申し訳ないのですがさておいて、ただや

はり、何をどう規制していくのかというところにつ

いては、条例として、網走市を守っていくという意

味では必要かというふうに思いますので、採択でお

願いしたいと思います。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○村椿敏章委員 皆さんの今の言っていること、よ

くわかります。私も当初、採択しようと。ただこの

場合、この内容がそのまま書かれてしまうから、ど

うなのだというようなこともあったのですよね。で

もここの一番最後に、下記のような条例を導入する

よう請願しますというふうに書いていますので、改

めてみんなで勉強しながら、このような条例をつく

るという意味を含めて考えて、採択ということに変

えます。 

○立崎聡一委員長 採択に変えるということでよろ

しいですね。 

○村椿敏章委員 はい。 

○立崎聡一委員長 あと他に。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 よろしいですか。それでは、お諮りいたします。 

 請願第21号メガソーラー設置に関する規制条例制

定を求める請願については、全会一致により採択す

べきものと決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 そのように決定させていただきます。 

 ただいま採択すべきということで決定されまし

た、請願第21条メガソーラー設置に関する規制条例

制定を求める請願の経過及び結果の報告を理事者に

求めるかどうかということなのですが、暫時休憩し

ます。 

 

午後０時12分休憩 
 

午後０時15分再開 

○立崎聡一委員長 再開いたします。 

 意見書案の内容を確認していただきたいと思いま

す。 

 それでは、陳情第６号インボイス制度の廃止等を

求める意見書採択についての陳情、市町村議会にお

ける国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意

見書提出要請、衆議院の定数削減に関する意見書提

出要請については、委員長名により、委員会として

の意見書案を本会議に上程し、意見書の提出先は、

地方自治法第99条の規定に基づき国会及び関係行政

庁に、請願第21号メガソーラー設置に関する規制条

例制定を求める請願については、提出先は地方自治

法第125条に基づき、市に提出することに決定して

よろしかったでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 そのように決定いたしました。 

 全体を通して、各委員から何かございませんでし

ょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、これで総務経済委員会を終了いたしま

す。 
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 御苦労さまでした。 

午後０時17分閉会 

 


